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令和４年由仁町議会第１回定例会 第３号

令和４年３月１８日（金）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名

２ 予 算 審 査 令和４年度由仁町一般会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 １号

（議案第１４号）

３ 予 算 審 査 令和４年度由仁町国民健康保険事業特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ２号

（議案第１５号）

４ 予 算 審 査 令和４年度由仁町農業集落排水事業特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ３号

（議案第１６号）

５ 予 算 審 査 令和４年度由仁町介護保険事業特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ４号

（議案第１７号）

６ 予 算 審 査 令和４年度由仁町後期高齢者医療特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ５号

（議案第１８号）

７ 予 算 審 査 令和４年度由仁町水道事業会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ６号

（議案第１９号）

８ 予 算 審 査 令和４年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ７号

（議案第２０号）

９ 予 算 審 査 令和４年度由仁町介護老人保健施設事業特別会計予算について

特 別 委 員 会

報告第 ８号

（議案第２１号）
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１０ 会議案第１号 閉会中の所管事務調査について

１１ 会議案第２号 由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会の設置について

１２ 意見書案 コロナ禍での消費拡大対策の強化と水田活用交付金の見直しに関す

第１号 る意見書について

１３ 決議案第１号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議について

１４ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇出席議員（９名）

議長１０番 熊 林 和 男 君 副議長 ９番 後 藤 篤 人 君

１番 大 畠 敏 弘 君 ２番 羽 賀 直 文 君

３番 早 坂 寿 博 君 ４番 加 藤 重 夫 君

６番 佐 藤 英 司 君 ７番 平 中 利 昌 君

８番 大 竹 登 君

〇欠席議員（１名）

５番 浮 田 孝 雄 君
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〇出席説明員

町 長 松 村 諭 君

副 町 長 田 中 利 行 君

教 育 長 田 中 宣 行 君

代 表 監 査 委 員 吉 田 弘 幸 君

総 務 課 長 野 島 健 君

地 域 活 性 課 長 菊 地 和 夫 君

住 民 課 長 中 島 哲 君

産 業 振 興 課 長 納 口 浩 昭 君

保 健 福 祉 課 長 中 道 康 彦 君

建 設 水 道 課 長 岩 花 司 君

会 計 管 理 者 山 影 寿 幸 君

町 立 診 療 所 事 務 長 安 達 智 君

教 育 課 長 泉 陵 平 君

農 業 委 員 会 事 務 局 長 川原田 直 人 君

〇出席事務局職員

局 長 河 合 高 弘 君

主 事 清 水 香葉子 君
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◎開議 午前 ９時３０分

◎開議の宣告

〇議長（熊林和男君） 浮田議員から欠席届が出ていますので、ただいまの出席議員は９

名です。

定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。これから会議を開きま

す。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（熊林和男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番 大畠君、２番 羽賀君

を指名いたします。

◎日程第２ 予算審査特別委員会報告第１号ないし日程第９ 予算審査特別委員

会報告第８号

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

日程第２、予算審査特別委員会報告第１号から日程第９、予算審査特別委員会報告第８

号までの令和４年度由仁町各会計予算は、会議規則第３７条の規定により一括議題として

審議したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、一括議題とすることに決定をいたしました。

日程第２、予算審査特別委員会報告第１号 議案第１４号 令和４年度由仁町一般会計

予算について、日程第３、予算審査特別委員会報告第２号 議案第１５号 令和４年度由

仁町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第４、予算審査特別委員会報告第３号

議案第１６号 令和４年度由仁町農業集落排水事業特別会計予算について、日程第５、

予算審査特別委員会報告第４号 議案第１７号 令和４年度由仁町介護保険事業特別会計

予算について、日程第６、予算審査特別委員会報告第５号 議案第１８号 令和４年度由

仁町後期高齢者医療特別会計予算について、日程第７、予算審査特別委員会報告第６号

議案第１９号 令和４年度由仁町水道事業会計予算について、日程第８、予算審査特別委

員会報告第７号 議案第２０号 令和４年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計予算に

ついて、日程第９、予算審査特別委員会報告第８号 議案第２１号 令和４年度由仁町介

護老人保健施設事業特別会計予算についてを一括議題といたします。

本案につきましては、予算審査特別委員会に付託し、審査をお願いしていたところであ

りますが、審査が終了した旨の報告が議長のもとに来ておりますので、委員長の報告を求

めます。
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委員長

〇２番（羽賀直文君） 委員会報告に先立ち、報告をさせていただきます。町長から議長

宛てに、議案第１９号、令和４年度由仁町水道事業会計予算書に誤りがあったことの申出

を受け、予算審査特別委員会においては水道事業会計予算書について訂正後の予算書によ

り慎重に審査したことを報告いたします。

予算審査特別委員会報告。

本委員会に付託された事件については、３月１５日、１６日に委員会を開催し、慎重に

審査いたしました。その審査結果を由仁町議会会議規則第７７条の規定により次のとおり

報告いたします。

議案第１４号 令和４年度由仁町一般会計予算について、議案第１５号 令和４年度由

仁町国民健康保険事業特別会計予算について、議案第１６号 令和４年度由仁町農業集落

排水事業特別会計予算について、議案第１７号 令和４年度由仁町介護保険事業特別会計

予算について、議案第１８号 令和４年度由仁町後期高齢者医療特別会計予算について、

議案第１９号 令和４年度由仁町水道事業会計予算について、議案第２０号 令和４年度

国民健康保険由仁町立診療所特別会計予算について、議案第２１号 令和４年度由仁町介

護老人保健施設事業特別会計予算について。

審査の結果、上記の原案を可決といたします。

〇議長（熊林和男君） 委員長の報告が終わりました。

議長を除いて構成する予算審査特別委員会の審査のため、質疑を省略いたします。

これから討論を行いたいと思いますが、討論はありますか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 討論はないものと認めます。

これから順次採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

予算審査特別委員会報告第１号 議案第１４号 令和４年度由仁町一般会計予算につい

て、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求

めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第２号 議案第１５号 令和４年度由仁町国民健康保険事業特

別会計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成

の諸君の起立を求めます。
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（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第３号 議案第１６号 令和４年度由仁町農業集落排水事業特

別会計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成

の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第４号 議案第１７号 令和４年度由仁町介護保険事業特別会

計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸

君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第５号 議案第１８号 令和４年度由仁町後期高齢者医療特別

会計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の

諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第６号 議案第１９号 令和４年度由仁町水道事業会計予算に

ついて、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立

を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第７号 議案第２０号 令和４年度国民健康保険由仁町立診療
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所特別会計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

予算審査特別委員会報告第８号 議案第２１号 令和４年度由仁町介護老人保健施設事

業特別会計予算について、委員長報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに

賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立全員であります。

よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

◎日程第１０ 会議案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第１０、会議案第１号 閉会中の所管事務調査についてを議

題といたします。

事務局長に会議案の朗読をさせます。

〇事務局長（河合高弘君） 会議案第１号 閉会中の所管事務調査について。

閉会中における所管事務調査のため、次のとおり議員の派遣について承認を求める。

令和４年３月３日提出。提出者、由仁町議会議員、羽賀直文、賛成者、由仁町議会議員、

大竹登。

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この会議案第１号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。
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会議案第１号 閉会中の所管事務調査については、原案のとおり承認することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認されました。

◎日程第１１ 会議案第２号

〇議長（熊林和男君） 日程第１１、会議案第２号 由仁町議会の構成と運営に係る審査

特別委員会の設置についてを議題といたします。

事務局長に会議案の朗読をさせます。

〇事務局長（河合高弘君） 会議案第２号 由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員

会の設置について。

由仁町議会委員会条例第５条第１項の規定によって、議会組織の構成と運営方法等に関

する審査特別委員会を設置する。

令和４年３月１８日提出。提出者、由仁町議会議員、後藤篤人、賛成者、由仁町議会議

員、早坂寿博。

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前 ９時４４分

再開 午前 ９時４５分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

提案理由の説明を求めます。

後藤君

〇９番（後藤篤人君） 由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会の設置について提

案の理由を申し上げます。

地方行政に関する諸問題は、地方分権の進展に伴い専門性や多様性が求められるように

なり、様々な視点を持った委員が審査に関わる必要があると考えております。そこで、議

会常任委員会における議論をより活性化し、町民の負託に的確に応えようとすることを目

指し、今後の常任委員会の在り方や諸課題を検討することを目的として、その場を設置し

ようとするものであります。さらには、町民皆さんの福祉の向上と効率的、効果的な議会
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運営に努めることを目的として、このたび提案をした次第であります。

議員各位のご賛同を賜り、提案どおり決定くださいますようお願い申し上げまして、提

案理由といたします。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

佐藤君

〇６番（佐藤英司君） 今特別委員会設置の理由に議会常任委員会における議論をより活

発にしようとありますが、議会常任委員会でそれぞれなぜ活発化されなかったのかをまず

先に検討すべきだと思います。また、今後の常任委員会の在り方と提案されていますが、

この点につきましても議会常任委員会の中で何が不足しているか、それを検討すべきでは

ないかと思います。わざわざ特別委員会を設置する必要はないと考えます。まず先にそれ

をやって、それで令和５年には新しい議員が議会を構成するわけですから、今すぐ急いで

やる理由をご説明願いたいと思います。

〇議長（熊林和男君） 後藤君

〇９番（後藤篤人君） 議員各位の皆さんも議員になられたときには十分町のいろんな条

例だとかそういうのを読まれて、検討されて多分この場に座っているのではないかなと思

います。由仁町の議会委員会条例の中には、その委員会でやれる議題とか、そういうのが

全部決まっております。今うちの町には総務、産業、２つの委員会があります。読み上げ

る必要もないかもしれませんけれども、その中に今回提案したような委員会の議題は含ま

れておりません。それをやるということは条例違反になります。それで、新たにつくって

皆さんで条例を検討したいと、そういうふうに考えてのことでありますので、今の質問に

ついては答える何物もないと考えております。

それと、時期なのですけれども、この時期については、我々がやらないと新しい議員に

なってからでは４年を超えて８年後の話になってしまいます。これではあまりにもスピー

ディーさに欠けると。議会としてはいろいろな諸問題についてスピード感を持って対応し

ていかないと、これはちょっとまずいのではないかというふうに考えての提案であります。

〇議長（熊林和男君） 佐藤君

〇６番（佐藤英司君） 私が先ほどから質問しているのですけれども、答えが一つも返っ

てこないのですけれども、なぜ活性化にならなかったのか、何が不足しているのか、その

点を今後の新しい委員会でやるというのなら分かりますけれども、その辺の答えをもうち

ょっと詳しく教えてください。

〇議長（熊林和男君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前 ９時５０分

再開 午前 ９時５１分
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〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

これについて答え。

後藤君

〇９番（後藤篤人君） 今回の提案については、私どもの考え方としてはより議会の活性

化を図りたいという考えの下に提案させていただきまして、常任委員会でやれること、や

れないこと、その辺のところはきっちり踏まえて物を考えていかなければならないという

ふうに考えておりますので、より活性化を図るということで考えております。

以上です。

〇議長（熊林和男君） ほかに質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ないようですので、質疑を終結いたします。

これから討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 討論はないものと認めます。

これから採決を行います。

この採決は、起立によって行います。

会議案第２号 由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会の設置については、原案

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（熊林和男君） 起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり、議長を除く９名により由仁町議会の構成と運営に係る審

査特別委員会として設置されました。

お諮りいたします。ただいま設置されました特別委員会の委員の指名については、由仁

町議会委員会条例第７条第４項の規定により、議長において指名をしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、委員の指名は議長において行いますので、その結果を事務局長から発表させま

す。



- 71 -

〇事務局長（河合高弘君） 発表いたします。

議席順に申し上げます。１番、大畠敏弘議員、２番、羽賀直文議員、３番、早坂寿博議

員、４番、加藤重夫議員、５番、浮田孝雄議員、６番、佐藤英司議員、７番、平中利昌議

員、８番、大竹登議員、９番、後藤篤人議員。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） ただいまの指名についてご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました９名の議員を由仁町議会の構成と運営に係る審査特

別委員会の委員に決定をいたしました。

休憩いたしますので、休憩中に委員長及び副委員長を選任し、議長まで報告願います。

暫時休憩いたします。

休憩 午前 ９時５４分

再開 午前 ９時５９分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会の委員長及び副委員長の選出

〇議長（熊林和男君） 休憩中に由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会の委員長

及び副委員長の選出が行われ、その結果、委員長に後藤君、副委員長に早坂君であります。

由仁町議会の構成と運営に係る審査特別委員会は、その目的と事項について活動期間中

の間、調査及び審議をお願いいたします。

◎日程第１２ 意見書案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第１２、意見書案第１号 コロナ禍での消費拡大対策の強化

と水田活用交付金の見直しに関する意見書についてを議題といたします。

事務局長に意見書の提出について朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 意見書案第１号 コロナ禍での消費拡大対策の強化と水田活

用交付金の見直しに関する意見書について。

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。

令和４年３月３日提出。提出者、由仁町議会議員、大竹登、賛成者、由仁町議会議員、

羽賀直文。

内容につきましては、別紙のとおりですので、朗読を省略いたします。

以上でございます。
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〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この意見書案第１号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

意見書案第１号 コロナ禍での消費拡大対策の強化と水田活用交付金の見直しに関する

意見書については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１３ 決議案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第１３、決議案第１号 ロシアによるウクライナへの軍事侵

略に対する決議についてを議題といたします。

事務局長に決議案を朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 決議案第１号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対す

る決議について。

次のとおり決議する。

令和４年３月１８日提出。提出者、由仁町議会議員、羽賀直文、賛成者、由仁町議会議

員、大竹登。

内容につきましては、記載のとおりですので、朗読を省略いたします。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

この決議案第１号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、

会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明、質疑、討論を省略して、直ち

に採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） これから採決を行います。

決議案第１号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議については、原案の
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とおり決議することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり決議されました。

◎日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇議長（熊林和男君） 日程第１４、議会運営委員会の閉会中の審査についてを議題とい

たします。

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付したとおり閉会

中の審査の申出がありました。

お諮りいたします。委員長からの申出のとおり閉会中の審査に付することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申出のとおり閉会中の審査に付することに決定をいたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（熊林和男君） これで本日の日程は全部終了いたしました。

令和４年由仁町議会第１回定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

◎閉会 午前１０時０３分
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